
議

案

第

五

十

七

号

 

 
 

 

港

区

事

務

手

数

料

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

 
 

平

成

二

十

七

年

九

月

十

日

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

事

務

手

数

料

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

 

港

区

事

務

手

数

料

条

例

（

昭

和

三

十

三

年

港

区

条

例

第

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

二

条

中

第

十

七

号

を

第

十

八

号

と

し

、

同

条

第

十

六

号

中

「

（

印

鑑

登

録

証

を

兼

ね

る

も

の

を

含

み

、

住

民

基

本

台

帳

法

（

昭

和

四

十

二

年

法

律

第

八

十

一

号

）

第

三

十

条

の

四

十

四

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

く

住

民

基

本

台

帳

カ

ー

ド

（

以

下

「

住

民

基

本

台

帳

カ

ー

ド

」

と

い

う

。

）

で

自

動

交

付

機

カ

ー

ド

を

兼

ね

る

も

の

を

除

く

。

以

下

同

じ

。

）

」

を

削

り

、

同

号

を

同

条

第

十

七

号

と

し

、

同

条

第

十

五

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

 

 

十

六 

印

鑑

登

録

証

の

交

付

 

 

第

三

条

第

一

項

中

第

三

号

を

第

四

号

と

し

、

第

二

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

 

 

三 

印

鑑

登

録

証

の

交

付

に

つ

い

て

は

、

一

件

に

つ

き

五

十

円

と

す

る

。

 

 

第

三

条

第

二

項

第

二

号

中

「

謄

抄

本

等

」

の

下

に

「

、

印

鑑

登

録

証

」

を

加

え

る

。

 

 
 

 

。

 



 
第

六

条

の

三

中

「

第

三

条

第

一

項

第

三

号

」

の

下

に

「

及

び

第

四

号

」

を

加

え

、

「

自

動

交

付

機

カ

ー

ド

」

を

「

印

鑑

登

録

証

及

び

自

動

交

付

機

カ

ー

ド

」

に

改

め

る

。

 
別

表

九

の

項

中

「

住

民

基

本

台

帳

法

」

の

下

に

「

（

昭

和

四

十

二

年

法

律

第

八

十

一

号

）

」

を

加

え

、

同

表

十

の

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       

別

表

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。 

  

十 

行

政

手

続

に

お

け

る

特

定

の 

個

人

を

識

別

す

る

た

め

の

番

号 

の

利

用

等

に

関

す

る

法

律

の

規 

定

に

よ

る

通

知

カ

ー

ド

及

び

個 

人

番

号

カ

ー

ド

並

び

に

情

報

提 

供

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

シ

ス

テ

ム

に 

よ

る

特

定

個

人

情

報

の

提

供

等 

に

関

す

る

省

令

（

平

成

二

十

六 

年

総

務

省

令

第

八

十

五

号

。

次 

項

に

お

い

て

「

省

令

」

と

い

う 

第

十

一

条

第

三

項

の

規

定

に

基 

づ

く

通

知

カ

ー

ド

の

再

交

付

（ 

再

交

付

が

や

む

を

得

な

い

も

の 

と

し

て

区

規

則

で

定

め

る

場

合 

を

除

く

。

） 

通

知

カ

ー

ド

の

再

交

付 

手

数

料 

一

件

に

つ

き 

五

百

円 

再

交

付

申

請 

の

と

き

。 

 

十

一 

省

令

第

二

十

八

条

第

一

項 

の

規

定

に

基

づ

く

個

人

番

号

カ 

ー

ド

の

再

交

付

（

再

交

付

が

や 

む

を

得

な

い

も

の

と

し

て

区

規 

則

で

定

め

る

場

合

を

除

く

。

） 

個

人

番

号

カ

ー

ド

の

再 

交

付

手

数

料 
一

件

に

つ

き 

八

百

円 

再

交

付

申

請 

の

と

き

。 

 

 
 

）

 
 

。

 

 



   
 

 
付 

則 

 

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

八

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

（

説 

明

）

 

行

政

手

続

に

お

け

る

特

定

の

個

人

を

識

別

す

る

た

め

の

番

号

の

利

用

等

に

関

す

る

法

律

（

平

成

二

十

五

年

法

律

第

二

十

七

号

）

の

施

行

等

に

伴

い

、

通

知

カ

ー

ド

、

個

人

番

号

カ

ー

ド

及

び

印

鑑

登

録

証

の

再

交

付

手

数

料

を

新

設

す

る

ほ

か

、

規

定

を

整

備

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 

十

一 

省

令

第

二

十

八

条

第

一

項 

の

規

定

に

基

づ

く

個

人

番

号

カ 

ー

ド

の

再

交

付

（

再

交

付

が

や 

む

を

得

な

い

も

の

と

し

て

区

規 

則

で

定

め

る

場

合

を

除

く

。

） 

個

人

番

号

カ

ー

ド

の

再 

交

付

手

数

料 

一

件

に

つ

き 
 

八

百

円 

再

交

付

申

請 

の

と

き

。 

 

 


